
学校生協グループ保険
栃木県学校生活協同組合

学校生協グループ保険 のおすすめ

貯金、保険会社等の各商品

学校生協グループ保険
学校生協独自の福利厚生制度

年金、医療保険 等

自助 個人が行う備え

栃木県学校生活協同組合員
同士の支え合い

国や自治体が制度として提供

共助
公助

※継続加入組合員を除く

学校生協組合員※のみが加入できる学校生協独自の福利厚生制度です

スケールメリットを発揮した、お手頃な保険料でご加入いただくことができます

学校生協グループ保険には、配当金の仕組みがあります

１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みとなっています

グループ保険（生保部分）

昨年実績
（2025年2月1日～2026年1月31日）

お支払い保険金額 約9,504万円

配当率  約33.3％

※配当率はお支払い時期の前年度決算により決定
しますので、将来お支払いする配当金額は現時
点では確定していません。

※今回は2026年8月1日～2027年1月31日の６カ月間で収支計算いたします。
※配当金還付の対象となるのは、グループ保険（生命保険部分）、就業不能サポートです。
※グループ保険（普通傷害保険部分）には配当金はありません。

＜加入手続き等に関するお問い合わせ先＞

栃木県学校生活協同組合

0120-65-3324
〒320-0065 栃木県宇都宮市駒生町1359番地37
受付時間 月～金曜日 8：30～17：00

（土・日・祝日を除く）

＜その他お問い合わせ先＞

明治安田生命保険相互会社 

公法人第三部法人営業第一部

03-5289-7587
〒110-0006 東京都台東区秋葉原５-９ 

明治安田生命秋葉原ビル8階
受付時間 月～金曜日 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

加入者の保険料

・給付金

加入内容は毎年見直しが可能です

ご自身のライフプランに合わせて必要な保障を適切に準備できます

保障内容等は
裏面をご確認ください

下記の期間、「学校生協グループ保険」のご説明とお手続きのため

制度推進担当者が各学校を訪問いたします。

2026年4月1日(水）～ 2026年5月15日（金）
■ 提出締切日： 2026年5月18日(月） ■ 保障開始日： 2026年8月1日(土）
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1日につき5,000円

男性 女性

死亡・高度障害 に備える
ご自身・ご家族の生活費として保険金を
年金形式でお支払いいたします

グループ保険（生命保険部分）
（災害保障特約付こども特約付こども災害保障特約付年金払
特約付半年払保険料併用特約付団体定期保険【生命保険】）

ケガ に備える
業務内外を問わずお支払いいたします

グループ保険（普通傷害保険部分）
（天災補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付
普通傷害保険【損害保険】）

１

2

就業不能状態 に備える
病気・ケガで働けなくなってしまったときの
お給料をサポートします

就業不能サポート
（特定精神障害給付特約付初期支援給付特約付
団体総合就業不能保障保険【生命保険】）

3

死亡・高度障害のとき

死亡・高度障害保険金（年金原資）

2,000万円 約9.7万円 × 15年
初年度受取月額 受取期間

【基本プラン】 本人 Qコース

18～20歳 3,918 円

21～25歳 3,930 円

26～30歳 3,935 円

31～35歳 4,013 円

18～20歳 3,318 円

21～25歳 3,298 円

26～30歳 3,435 円

31～35歳 3,528 円

① グループ保険（生命保険部分）Qコース
② グループ保険（普通傷害保険部分）Xコース
③ 就業不能サポート 5万円コース

（状況により）

2.5万円または5万円

1日につき3,000円

本人
Xコース

月額保険料

900円

合計保険料
（本人）

本人 Qコース 月額保険料

年齢 男性 女性

18～35歳 2,420円 1,740円

本人 5万円コース 月額保険料

年齢 男性 女性

18～20歳 598円 678円

21～25歳 610円 658円

26～30歳 615円 795円

31～35歳 693円 888円

※グループ保険は生命保険部分と普通傷害保険部分をセットしたもの
です。生命保険部分と普通傷害保険部分ではお支払の対象となる支
払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。それぞ

れの保障内容、保険料等の詳細はパンフレットをご参照ください。
※グループ保険（普通傷害保険部分）と就業不能サポートへの加入は
グループ保険（生命保険部分）への加入が必要です。

※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、１年未満の端数に
ついて６ヵ月以下は切り捨て、６ヵ月超は切り上げた年齢をいいま
す。

 （例）保険年齢23歳＝2026年2月1日現在満22歳6ヵ月を超え満23歳
6ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前
年度と変わります。

※記載の保険料は正規(確定)保険料です。
※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
※本資料は、商品の特徴や保険料等の一部を抜粋してご案内するもの

です。特に、お支払いの対象・回数等には一定の制限が設けられて
います。ご加入にあたっては、必ず詳細を記載したパンフレットを
事前にご確認のうえお申し込みください。ご不明な点は担当者まで

お問い合わせください。

※記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命保険相互会社の基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）で計算しています。
実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。

（注）第１回就業不能給付金の支払事由に該当した日を第１回支払基準日とし、２回目以降は、翌月以降の第１回支払基準日の応当日と
なります。ただし、２回目以降は、直前の支払基準日から各支払基準日まで就業不能状態が継続していた場合にお支払いの対象と
なります。（特定精神障害給付金の場合、就業不能給付金を「特定精神障害給付金」と読み替えます。）

※就業不能給付金のお支払いは、１つの継続した就業不能状態で１８回、通算して３６回を限度とします。
特定精神障害給付金のお支払いは、通算して１８回を限度とします。

※就業不能給付金と特定精神障害給付金は、重複して支払われません。

8/１
就業不能
状態に該当

不支給
期間

（20日） 5万円

8/21
第１回
支払基準日

9/21
第２回

支払基準日
第７回

支払基準日

5万円

第８回
支払基準日

5万円 5万円

職場
復帰

事例：８月１日から就業不能状態が継続し、４月１日に職場復帰

①就業不能給付金
または

特定精神障害給付金

②初期支援給付金 2.5万円

3/212/21 4/1

傷害により、所定の手術を受けた場合 【手術保険金】
（ただし、1事故につき手術1回が限度）

傷害により、通院し医師の治療を受けた場合【通院保険金】
（事故発生の日からその日を含めて180 日以内の通院について、90日限度）

傷害により、入院した場合 【入院保険金】
（事故発生の日からその日を含めて180 日以内の入院について）

① 病気やケガによる就業不能状態が20日を超えて継続したとき、５万円

② 第1回就業不能給付金または第１回特定精神障害給付金が支払われるとき、2.5万円

新規採用教職員向けおすすめコース

（注）

おすすめコースに加入した場合
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